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企画提案書

１.施設コンセプトの理解度
	(1)提案事業のタイトル
	

	(2)提案事業の詳細
	

	(3)公募要項第４の１に定める施設コンセプトの解釈と提案事業への反映内容
	

	(4)提案事業における公共的要素
	


<記載上の注意>
(2)提案事業の目指す姿、標的顧客、提供する役務内容、事業効果等を具体的に記載してください。
(3)公募要項第４の１に定める施設コンセプト「多様な主体が交わり秋田の新たな価値を創出する地域共創型拠点」をどのように解釈し、提案事業へ反映させたのか明記してください。


２．事業計画の実現性・具体性
	(1)利活用レイアウト案
	

	(2)賃貸借契約期間満了までの単年度事業スケジュール
	

	(3)契約更新が継続的に行われた場合の中長期事業スケジュール
（任意記載事項）
	

	(4)上記期間における収支計画
	

	(5)初期投資として改修工事等を行う場合の内容、各投資額及び資金調達方法
	


<記載上の注意>
(1)～(5)を任意様式で作成し、添付する場合は、本様式には参照すべき別紙の題名を記載してください。
　記載例：別紙「○○○○」参照
(3)中長期事業スケジュールは５か年を目安に概要を記載してください。
(4)(3)を記載した場合は、収支計画は当該期間についても記載してください。


３．事業遂行能力
	(1)提案事業実施にあたっての組織体制や人員配置計画
	

	(2)類似事業の実績や事業実施に必要なノウハウ保有の程度
	

	(3)想定されるリスクと対応策検討の程度
	


<記載上の注意>
(2)提案事業を遂行するにあたって強みとなる実績や保有する資格、ノウハウ等について記載してください。
(3)どのようなリスクに備え、どう対処していく予定か記載してください。
　リスク例：集客不足、提案事業実施に必要な資材不足、改修工事の遅延　等

４．地域への貢献度
	(1)提案事業による地域の活性化や賑わいの創出効果
	

	(2) 明徳館ビル利用者や事業者等の活動への配慮、地域との連携や協調を図るための方針
	


<記載上の注意>
(2)明徳館ビルで提案事業を実施するに当たり、どのような利害関係者に対し、どのように配慮し、又は連携や協調を図っていく予定か記載してください。


５．維持管理計画
	(1)日常的な修繕や清掃など、施設を効率的かつ効果的に維持管理する提案
	


<記載上の注意>
(1)当該施設を利活用するにあたり、維持管理を効率的かつ効果的に行う方法を明記してください。

６．賃貸借料の提案
	(1)提案金額（年額）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（税込）

	(2)提案金額の算出根拠
	　


<記載上の注意>
(1)提案金額（年額）は、最低賃貸借料（3,376,976円（税込））以上の金額を提案してください。
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７．加点要素
	評価項目
	大区分
	小区分
	証明書類
の添付

	賃金水準の向上
	役員及び従業員の給与等受給者一人当たりの平均給与額又は役員を除く従業員の給与等受給者一人当たりの平均給与額の対前年増加率
	1.50%以上
	　 ☐

	
	
	2.00%以上
	　 ☐

	
	
	3.00%以上
	☐

	
	「パートナーシップ構築宣言」の作成・公表
	
	  ☐

	女性の活躍推進
	一般事業主行動計画の策定・届出
	従業員数100 人以上の企業
	女活法
	　 ☐

	
	
	
	次世代法
	☐

	
	えるぼしチャレンジ企業認定　※1
	
	☐

	
	法令に基づく認定
	女活法　※2
	えるぼし
	☐

	
	
	
	プラチナ
えるぼし
	☐

	
	
	次世代法　※2
	くるみん
	☐

	
	
	
	プラチナ
くるみん
	☐

	
	
	若者雇用促進法　※2
	ユースエール
	☐

	
	秋田県知事表彰の受賞
	女性活躍・両立支援企業表彰 ※3
	☐

	
	
	女性の活躍推進企業表彰 ※3
	☐

	
	
	子ども・子育て支援知事表彰 ※3
	☐

	
	
	男女共同参画社会づくり表彰 ※3
	☐


<記載上の注意>
※１ 「えるぼしチャレンジ企業認定」は、令和４年５月から県が新たに認定する制度で、主な要件は、えるぼし認定基準に掲げる「女性の採用」や「女性の管理職比率」等の数値目標を１つ以上達成し、えるぼしの取得を目指した実施計画を有する中小企業を対象としている。なお、「法令に基づく認定（女活法）」に該当する場合は、「えるぼしチャレンジ企業認定」の配点は行わないものとする。
※２　女活法：女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27 年法律第64 号）
　　　次世代法：次世代育成支援対策推進法（平成15 年法律第120 号）
　　　若者雇用促進法：青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45 年法律第98 号）
※３「女性の活躍推進企業表彰」及び「子ども・子育て支援知事表彰」を統合して令和７年度から「女性活躍・両立支援企業表彰」として実施している。
